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《美唄市恵風園費用負担》 

 本人からは自己負担として『養護老人ホーム被措置者費用徴収基準』に基づいて､また､扶養義務

者からは扶養義務者負担として『扶養義務者費用徴収基準』に基づいて､それぞれの階層ごとに各

市町村で定められた費用(負担金)を措置実施機関(市町村)が徴収する仕組みになっています。 

 

■ 養護老人ホーム美唄市恵風園 

 環境上の理由や経済的な理由(生活困窮等の理由)により在宅生活が困難な原

則 65 歳以上の方がお住まいの福祉事務所(町村の方は役場)を通じて入居(入

所)する、老人福祉法に定める老人福祉施設(養護老人ホーム)です。 

○定 員  110名 

○居 室  55室（2 名×1 階 27 室・2階 28室） 

○設 備  寝台用エレベーター･全室電気床暖房など 

 

 

 

 

《入居手続き》 

 お住まいの市役所･区役所･町村役場の高齢者福祉担当課にご相談ください。 

《入居後に介護(支援)が必要となった(必要な)場合は､介護保険サービスが利用できます》 

 要支援１～2 の方は介護予防支援事業者(地域包括支援センター)が、要介護１～５の方は居宅介護支援

事業者(ケアマネジャーがいる事業所)が窓口です。 

※ 特定施設入居者生活介護事業所･介護予防特定施設入居者生活介護事業所の指定は受けておりません。 

 

■ (美唄市恵風園)短期入所 (ショートステイ)  

＜恵風園：生活支援短期宿泊事業＞ 

 原則として美唄市居住者である場合に対象としています。希望される日に空きがある場合のみの利用 

となります。事前に美唄市地域包括ケア推進課（美唄市の高齢者福祉担当課）へご相談ください。 

市外の方は、お住まいの市役所･区役所･町村役場の高齢者福祉担当課にご相談ください。 

 

 美唄市恵風園 (養護老人ホーム)  

○事 業 者 名  養護老人ホーム美唄市恵風園 

○設 置 者 名  美唄市（公設公営施設） 

○設    立  昭和 27 年７月１日（道内９番目） 

○敷 地 面 積  14,762.16 ㎡（恵祥園含む） 

○建 築 面 積  2,446.31 ㎡（恵祥園併設） 

○建 築 構 造  鉄筋コンクリート 2 階建 

○職    員   

○協力医療機関  協力病院/市立美唄病院(医科) 協力歯科医院/工藤歯科医院(歯科) 

○施 設 種 別  養護老人ホーム  

 

★ 行 事（恵風園・恵祥園） 

 恵風園と恵祥園の合同で、誕生会(毎月)や盆踊り･夏まつり(７－８月頃)、敬老の日記念行事(９月)

などさまざまな行事を実施します。 

★ 第三者委員会（恵風園・恵祥園） 

 苦情の適切な解決や福祉サービスの質の向上のため、民生児童委員や福祉に知識と理解を有する

園外の方にお願いし、園全体について中立的立場で審査する第三者委員会を設置しております。 

★ 園内見学（恵風園・恵祥園） ※感染症対策時は原則見学が出来ませんのでご了承願います。 

 土・日・祝日を除く 9 時から 17 時までであればいつでもご覧いただけます。できましたら事前

にご連絡いただければ職員がご説明します。  



《美唄市恵祥園利用負担額》 

 別に定める「美唄市恵祥園利用料金一覧」をご覧ください。 

■ 特別養護老人ホーム美唄市恵祥園  

 食事や排泄など常時介護を必要とし、自宅での生活・介護が困難な『要介護 1～５ 

(平成 27 年４月以降は原則要介護３～５)』と認定された方が利用できる、介護保険法に定める介護老 

人福祉施設（老人福祉法に定める特別養護老人ホーム）です。 

※ 要介護１～２の場合､別途定める要件(特例入所の要件)にあてはまる場合に利用できます｡ 

○定 員  59名 

○居 室  16室（3 名×5 室・4 名×11 室） 

○設 備  リフト式中間浴槽･特殊浴槽･電気床暖房など  

 

 

《入居手続き》 

 事前にご連絡をいただいた上で当園へ直接お越しになりご相談ください。 

 入居申込みには診断書や市町村介護認定審査会資料等の書類が必要になります。当園生活相談員等に

お尋ねください。 

※ 入居にあたっては、諸条件等がございますので、お問い合わせください。 

《申込書受付時間》 

土・日・休日･12/29-1/３を除く平日 8:30から 17:00 まで 

※美唄市恵祥園の入居は、厚生労働省の指針に沿って園で定めた基準をもとにして､園外の第三者が入っ

た入居判定委員会によって緊急度が高いと判断された方から優先的な入居を行います。入居の決定まで

は待機していただくこととなりますのであらかじめご了承願います。 

 

 個人情報の取り扱い   当園は公設公営施設です。個人情報の保護に関する法律等関係法令を踏ま

え、契約書の契約事項(美唄市恵祥園のみ)等に基づき、聞き取りや関連書類等で収集した個人情報

は適切に取り扱います。(詳しくは園内掲示をご覧いただくか､お問い合わせください) 
 

■ (美唄市恵祥園)短期入所 (ショートステイ)  

＜恵祥園：介護予防短期入所生活介護／短期入所生活介護＞ 

 要支援度･要介護度等に応じて利用できる日数に制限があります。 

 また、空床利用(２名)のため、入居状況等によっては利用できない場合もあります。 

 要支援１～2 の方は介護予防支援事業者(地域包括支援センター)に、要介護１～５の方は居宅介護支援

事業者(ケアマネジャーがいる事業所)に事前にご相談ください。当園生活相談員もご相談に応じます。 

 

 美唄市恵祥園 (特別養護老人ホーム)  

○事 業 者 名  特別養護老人ホーム美唄市恵祥園 

○設 置 者 名  美唄市（公設公営施設） 

○設    立  昭和 52 年 12 月 10日 

○敷 地 面 積  14,762.16 ㎡（恵風園含む） 

○建 築 面 積  1,538.36 ㎡（恵風園併設） 

○建 築 構 造  鉄筋コンクリート 平屋建 

○職    員  介護職員・看護職員・機能訓練指導員(看護職員)・医師(非常勤嘱託医) 

         管理栄養士・生活相談員・介護支援専門員・その他職員を配置しています。 

○協力医療機関  協力医療機関/市立美唄病院(医科) 協力歯科医院/工藤歯科医院(歯科) 

○施 設 種 別  介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
所在地 〒079-0173 北海道美唄市字峰延原野２６４５番地１(峰延町公園) 
 

養 護 老 人 ホ ー ム 美唄市恵風園 

 
 

特別養護老人ホーム 美唄市恵祥園 
 

  

TEL 0126-63-4200 FAX 0126-63-4210 
 

                   
美唄市公式ホームページ    http//www.city.bibai.hokkaido.jp/ 

 

 

お車で 

路線バスで 

鉄道で 

美唄市街から車で 15分・     ＩＣから車で５分 

中央バス 系統    ｢公園町｣バス停から徒歩３分 

ＪＲ函館本線 ｢峰延駅  (Kitaca エリア)｣から徒歩 12分 
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